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〔指導内容・診療録記載〕

指導（又は指示）の内容の要点を診療録等に記載

患者の運動機能及び日常生活動作能力の

維持及び向上を目的とした指導の実施

◎体位変換 ◎起座又は離床の訓練 ◎起立訓練
◎食事訓練 ◎排泄訓練 ◎生活適応訓練
◎基本的対人関係訓練 ◎家屋の適切な改造
◎患者の介助方法
◎患者の居住する地域において利用可能な在宅保健福祉
サービスに関する情報等 etc・・・

Ｂ006-3 退院時リハビリテーション指導料

退院後の在宅での基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るた
めの訓練等について必要な指導を行った場合

所定点数 300点

又は

医師の指示を受けた各職種が共同
で実施した場合も可

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

看護師、
保健師

社会福祉士、
精神保健福祉士

主治医もしくは
リハビリテーション担当医師

医師又は看護師、リハビリ

主な指導内容

⚫ 医師から理学療法士への指導依頼（指示）の記
載が不明のものがあります
⇒指示依頼の記載をお願いします

⚫ 個々の患者の状態に応じて、具体的な指導内容
の記載をお願いします

留意事項

該当症例：① ② ④ ⑥ ⑦ ⑫ ⑮ ⑱ ⑳
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